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（午前９時３０分 開会） 

○議長（中西和夫君）  おはようございます。 

ただいまの出席議員は１３名で、全員出席であります。  

これより、平成２８年第４回斑鳩町議会定例会を開会いたします。  

ただいまから、本日の会議を開きます。  

初めに、町長より議会招集の挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  皆さん、おはようございます。  

  本日、平成２８年第４回町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には、公

私何かとお忙しい中、お繰り合わせの上ご出席を賜り、厚くお礼申しあげます。  

平素は、町政諸般にわたり格別のご支援とご協力を賜り、おかげをもちまして各事業

を円滑に推進させることができ、心から感謝を申しあげます。  

１０月２１日に発生いたしました鳥取中部地震に係る鳥取県北栄町への人的支援につ

きましては、議員皆様の温かいご理解を賜り、１１月７日から６週間にわたり職員を派

遣しているところであり、現地において役場業務の支援を行っているとの報告を受けて

おります。  

  また、１１月２２日には、法隆寺聖徳会館にて第１４回全国門前町サミットｉｎ斑鳩

を開催いたしましたところ、こちらについても議員皆様にはご理解、ご協力を賜り、重

ねてお礼を申しあげます。  

さて、本定例会は、斑鳩町長期継続契約に関する条例についてなど２３議案を提出さ

せていただいております。いずれの議案につきましても、温かいご審議を賜りまして、

原案どおりご承認いただきますよう、お願い申しあげます。  

なお、提出議案の説明は後刻とさせていただくこととし、簡卖ではございますけども、

招集の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ただいまから、議事に入ります。  

本定例会の議事日程は、お手元に配布いたしております議事日程表のとおりでありま

す。よって、これに従い議事を進めてまいります。  

まず、日程１．会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において指名をいたしま

す。 

本定例会の会議録署名議員には、７番、嶋田議員、８番、井上議員を指名いたします。
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両議員には、会期中よろしくお願いをいたします。  

続きまして、日程２．会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本定例会の会期を本日から本月１９日までの１９日間と定めることについて、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から本月１９日までの１９日間と決定いたしました。  

次に、日程３．建設水道常任委員長報告についてを議題といたします。  

平成２８年第３回斑鳩町議会定例会において、建設水道常任委員会の閉会中における

継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めます。  

１０番、坂口委員長。  

○建設水道常任委員長（坂口徹君）  それでは、建設水道常任委員会委員長報告をさせて

いただきます。  

  去る１１月１７日、委員会を開き、継続審査案件、委員会所管に係る事案について報

告を受け、審査を行いましたので、その概要について報告いたします。  

  初めに、１．継続審査について、（１）都市基盤整備事業について、①都市計画道路

の整備促進に関することについて、いかるがパークウェイの整備の進捗状況について、

８月下旬から実施の発掘調査は終了しており、現在、取りまとめを行っております。整

備促進要望については、平成２９年度の事業予算確保に向けて、奈良県、奈良国道事務

所、近畿地方整備局、国土交通省に対して要望活動を行ってきました。また、平成２８

年度第２次補正予算では、当初の６億３，０００万円の事業予算に加え、５億２，００

０万円が確保されました。なお、今後の状況として、三室・紅葉ヶ丘区間の整備に一定

のめどがつきましたら、引き続き、東側の区間への事業延伸にも着手していくとのこと

であります。今後、五百井・興留区間、さらには県道大和高田・斑鳩線から東側の区間

についても、沿線自治会や関係団体への十分な説明、協議がなされるよう調整していき

たいと考えています。委員より、この事業の予算規模について、事業年数について、中

央公民館横の法隆寺線の開通時期について質疑があり、理事者より一定の答弁がされて

います。  

 次に、②ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについて、特に報告する事項はない

とのことでした。議長より、継続を打っている中で、報告することはないという形でき
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ているが、進めていくということで動いているのかどうか見えてこないがどうなってい

るのかという質疑があり、理事者より一定の答弁がされています。  

以上、継続審査については、一定の審査を行ったということで終わりました。  

続いて、２．各課報告事項について、（１）一般国道２５号斑鳩町歩道設置事業につ

いて、まず、町営法隆寺観光駐車場から法隆寺東交差点までの区間で、今年度予定の路

線单側について、奈良交通により、１２月中に現在のバス待合所の代替設備の整備、建

屋の撤去が行われ、その後、国が歩道整備に着手、３月１０日までの工期となっており、

４月ごろから奈良交通によりバス停上屋の設置に取りかかり、夏ごろに完了するとのこ

とです。次に、竜田大橋西詰から三室北交差点までの区間について、大阪行きは竜田大

橋交差点から奈良交通竜田大橋バス停まで、奈良行きは三室北交差点から竜田大橋交差

点までの区間で、幅員約２．５メートルの歩道の設置を行うもので、１２月下旬から翌

１月上旬に着手、年度末の完成予定であります。委員より、西和医療センター付近の歩

道整備について質疑があり、理事者より一定の答弁がされています。  

次に、（２）下水道マンホールカードの配布について、地元の魅力をＰＲするため、

下水道広報プラットホームにより下水道マンホールカードが発行され、全国各地の特色

あふれるマンホールふたが注目されています。その土地に縁のある名所、名物品、スポ

ーツ、キャラクターなどが描かれたものもあり、そのユニークさや美しさにひかれて訪

ね歩くファンもふえており、現在、６８の自治体が４月より配布しています。このこと

から、斑鳩町においても、公共下水道事業への理解、接続率アップの啓発促進及び町制

７０周年を迎える斑鳩町の観光のＰＲの手段としてマンホールカードを作成し、１２月

１日より配布したいと考えています。委員より、予算について、配布場所・配布方法に

ついての質疑があり、理事者より一定の答弁がされています。  

  次に、（３）産業まつりの開催について、本年度は、１２月４日の日曜日に、中央体

育館に加えて、町役場を特設会場として、９時半から午後３時までの予定で開催いたし

ます。質疑はありませんでした。  

３．その他について、委員より、服部道と法隆寺線との交差点での事故の件数や安全

対策について質疑があり、それぞれ答弁されております。また、この件について、委員

会として意見書を提出してはどうかという意見があり、委員会として、提出の方向で考

えております。  

  以上が、閉会中における当委員会に係ります審査の概要と結果であります。詳細につ

きましては会議録に整理しますので、ごらんいただきますようお願いいたします。  
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  これで、委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程４．厚生常任委員長報告についてを議題といたします。  

同じく閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めま

す。 

１番、宮﨑委員長。  

○厚生常任委員長（宮﨑和彦君）  それでは、去る１１月１８日、全委員出席のもと厚生

常任委員会を開き、継続審査案件、委員会所管に係る事案について報告を受け、審議を

行いましたので、その概要について報告いたします。  

  初めに、継続審査について、環境保全及びごみ減量化・資源化の推進についてを議題

としました。ゼロ・ウェイスト宣言の取り組みについて、年末年始のごみ処理業務につ

いて、説明、報告されました。委員より、ウェイストの意味について、２Ｒについて、

燃やさない、埋め立てないとは町内だけのことか、町外も含めてなのかについて意見が

されました。そしてもう１つ、すみません、審議会の意見について、住民の意識の変化

について質疑がされました。理事者より一定の答弁がされました。継続審査については、

一定の審査を行ったということで終わりました。  

 続きまして、各課報告事項についてを議題といたしました。１番目として、臨時福祉

給付金（経済対策分）について、報告、説明されました。委員より、対象者への案内、

世帯数、前年度と今年度との状況について質疑があり、理事者より一定の答弁がされま

した。２番目として、平成２８年度臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付

金の申請期限延長について、報告、説明されました。質疑等はありませんでした。３番

目として、マイナンバーカードの交付・申請の休日受付について、説明、報告されまし

た。委員より、自動交付機廃止について質疑があり、理事者より一定の答弁がされまし

た。 

  次に、その他について、委員より、国民健康保険の県卖位化に向けての進捗状況につ

いて質疑があり、理事者より一定の答弁がされました。  

  以上が、閉会中における当委員会に係ります審査の概要と結果であります。詳細につ

きましては会議録に整理いたしますので、ごらんいただきますようお願いします。  

以上で、厚生常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程５．総務常任委員長報告についてを議題といたします。 

同じく閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めま
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す。 

７番、嶋田委員長。  

○総務常任委員長（嶋田善行君）  去る１１月２１日 全委員出席のもと総務常任委員会

を開催いたしましたので、その概要をご報告します。  

まず、継続審査案件であります斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に

関することについてであります。藤ノ木古墳石室特別公開は１０月２９日、３０日に開

催され、２日間で１，３４４名の見学者があったこと、太子道の日本遺産認定に向け、

９月２８日に文化庁と協議を行ったこと、１０月１１日に太子道日本遺産認定推進協議

会が開催されたことなどの報告、説明がなされました。委員より、町内にある古墳の周

知方法等について、また、太子道の日本遺産認定に向けての今後のスケジュールについ

て、質疑がいたされました。  

続きまして、各課報告事項であります。１つとして、町有地の売り払いについてであ

ります。興留５丁目地内の町有地及び龍田单６丁目地内の追手西団地跡地の土地を一般

競争入札により売り払い予定であること、また、公募先着順売却が不調に終わった阿波

２丁目地内の町有地の一部を隣接土地所有者と売却交渉を進めていることの報告がなさ

れました。委員より、売却予定地の地元自治会への説明についてなど、若干の質疑等が

いたされました。  

その他の報告としまして、１０月２１日に発生した鳥取県中部地震で大きな被害を受

けられた北栄町の役場業務の支援を行うため、職員を派遣していること、１２月２０日

に法隆寺地内で、地震発生時の避難誘導及び実技訓練の予定であること、町立斑鳩单中

学校における窃盗事件の経緯及び再発防止に向けての対応について、平成２９年度より、

新たなサービスとして電子図書館サービスを開始予定であることについての報告、説明

がなされました。委員より、单中学校の窃盗に関し、安全管理の確認等についての質疑

がいたされました。  

 その他としまして、委員より、１０月にスタートした学習支援事業の報告について、

また、１０月からのコミュニティバス実証運行について、運行バスの乗降時の問題点に

ついて、学童保育の時間延長に関し、学習指導員への説明についてなどの質疑がいたさ

れ、理事者より、それぞれについて一定の答弁がなされました。  

以上が、閉会中における当委員会の概要であります。詳細につきましては会議録に整

理いたしますので、ごらんいただきますようお願いいたします。ご清聴ありがとうござ

いました。  
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○議長（中西和夫君）  以上で、閉会中における各委員会の委員長報告が終わりました。  

次に、日程６．議案第４４号  斑鳩町長期継続契約に関する条例について、日程７．

議案第４５号  斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例について、日程８．議案第４６号  斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例について、

日程９．議案第４７号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について、日程１０．議案第４８号  斑鳩町議会の議員報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、日程１１．議案第４

９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、日程１２．議案第５０号  教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例について、日程１３．議案第５１号  斑鳩町の一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日程１４．議案第５２号  斑鳩町

町税条例等の一部を改正する条例について、日程１５．議案第５３号  斑鳩町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について、日程１６．議案第５４号 斑鳩町手数料条

例の一部を改正する条例について、日程１７．議案第５５号  斑鳩町立学童保育室条例

の一部を改正する条例について、日程１８．議案第５６号  斑鳩町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、

日程１９．議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、日程２０．議案第５８

号 平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）について、日程２１．議案第５９

号 平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、日程

２２．議案第６０号 平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について、日程２３．議案第６１号  平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について、日程２４．議案第６２号  平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）について、日程２５．議案第６３号  平成２８年度斑鳩町

水道事業会計補正予算（第１号）について、日程２６．議案第６４号  奈良県市町村総

合事務組合を組織する地方公共団体の数の減尐及び奈良県市町村総合事務組合規約の変

更について、日程２７．議案第６５号  奈良広域水質検査センター組合への加入につい

て、日程２８．同意第１０号  斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意

を求めることについて、日程２９．陳情第４号  地方議会議員の厚生年金制度への加入

を求める意見書について、日程３０．陳情第５号  「家族の会」は、介護保険制度の給

付抑制・負担増案に反対しています  認知症の本人・介護家族の取り組みにご理解とご
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支援を！について、以上、２５議案を一括上程いたします。  

町長から、本定例会に付議されました２３議案について、総括提案説明を求めます。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  それでは、本定例会に付議いたしました各議案につきまして、そ

の概要を説明させていただきます。  

初めに、議案第４４号  斑鳩町長期継続契約に関する条例についてであります。地方

自治法施行令第１６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる

契約について定めるものであります。  

次に、議案第４５号 斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例についてであります。農業委員会等に関する法律第８条第２項及び第１８条

第２項の規定に基づき、本町における農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の

定数について定めるものであります。  

次に、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。証

明書等コンビニ交付サービスの開始及び請求者識別カードによる証明書等の自動交付の

廃止に伴い、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第４７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてであります。農業委員会等に関する法律の改正に伴い新

設された農地利用最適化推進委員に支払う報酬等を定めるため、所要の改正を行うもの

であります。  

次に、議案第４８号 斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例について、議案第４９号  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例について、議案第５０号  教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてであります。平成２８

年度の人事院勧告に基づき、特別職の職員の給与に関する法律の改正が行われたことに

伴い、この改正内容に準じ、議会の議員並びに町長、副町長及び教育長の期末手当の支

給月数を０．１月分引き上げるものであります。  

次に、議案第５１号 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。平成２８年度の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関

する法律の改正が行われたことに伴い、この改正内容に準じ、所要の改正を行うもので

あります。主な改正内容といたしましては、平均で０．２％の引き上げとなる給料表の

改定、勤勉手当の支給月数について、再任用職員以外の職員は０．１月分、再任用職員
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は０．０５月分の引き上げ及び扶養手当の支給額の改定であります。  

次に、議案第５２号 斑鳩町町税条例等の一部を改正する条例についてであります。

平成２８年度税制改正により地方税法等の一部を改正する等の法律及び所得税法等の一

部を改正する法律が平成２８年３月３１日に公布されたことから、これらによる改正内

容のうち平成２９年１月１日以後に適用となるものについて、所要の改正を行うもので

あります。主な改正内容といたしましては、個人及び法人町民税に係る延滞金の計算期

間の見直し、個人町民税の医療費控除の特例の創設、特例適用利子等または特例適用配

当等に係る個人町民税の課税の特例の規定等、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５３号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであ

ります。所得税法等の一部を改正する法律により、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税に関する法律が改正され、平成２９年１月１日から施行され

ることに伴い、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５４号 斑鳩町手数料条例の一部を改正する条例についてであります。

証明書等コンビニ交付サービスの開始に伴い、請求者識別カードによる証明書等の自動

交付を廃止することから、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５５号 斑鳩町立学童保育室条例の一部を改正する条例についてであり

ます。女性の活躍推進及び子育て支援の充実を図るため、学童保育室の開室時間の延長

に伴う保育料の改定及び多子世帯に対する保育料の減免に係る規定を整備するため、所

要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５６号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例についてであります。介護保険法の改正により、

指定地域密着型通所介護が指定地域密着型サービスとして位置づけられたことなどに伴

い、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。介護保険法の

改正により、指定介護予防認知症対応型通所介護の基準が改正されたことに伴い、所要

の改正を行うものであります。  

次に、議案第５８号 平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）についてであ

ります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４，０３６万９，０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ９０億３，８１０万８，０００円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  
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第１２款 分担金及び負担金では、第２項  負担金で、私立保育所の入所児童数が当

初見積もりを上回ることから６８５万１，０００円の増額補正をお願いするものであり

ます。 

次に、第１４款 国庫支出金では、第１項  国庫負担金で、１，４５７万１，０００

円の増額補正をお願いするものであります。その内容は、子どものための教育・保育給

付費負担金で、負担金と同様の理由により８４８万３，０００円の増額、障害児入所給

付費等負担金で、障害児福祉サービス給付費が当初見積もりを上回ることから２２５万

２，０００円の増額、障害者医療費負担金で、更生医療費等給付費が当初見積もりを上

回ることから３８３万６，０００円の増額となっております。第２項  国庫補助金では、

９，５２０万６，０００円の増額補正をお願いするものであります。その主な内容は、

地方創生推進交付金で、新たな創業支援事業を実施するに当たり、国の交付金を活用す

ることから４５万円の増額、保育所等整備交付金で、学校法人斑鳩学苑の小規模保育所

整備の支援に当たり、補助対象事業費が追加承認されたことから３７２万４，０００円

の増額、地域生活支援事業費補助金で、障害者移動支援等事業費が当初見積もりを上回

ることから６６万７，０００円の増額、経済対策分の臨時福祉給付金給付事業の実施に

要する国庫補助金７，８９８万６，０００円の増額、地域介護・福祉空間整備推進交付

金で、町内グループホームの介護機器取付費への補助が国の交付金の対象となることか

ら１８５万４，０００円の増額、街なみ環境整備事業補助金で、歴史的風致維持向上計

画に基づく舗装の美装化を行うため、国庫補助金を活用することから９００万円の増額

となっております。  

次に、第１５款 県支出金では、第１項  県負担金で、国庫負担金と同様の理由によ

り、７２８万４，０００円の増額補正をお願いするものであります。第２項  県補助金

では、２３５万７，０００円の増額補正をお願いするものであります。その内容は、福

祉医療費助成等に係る県補助対象分の決算見込みにより２０２万４，０００円の増額、

地域生活支援事業費補助金で、国庫補助金と同様の理由により３３万３，０００円の増

額となっております。  

次に、第１７款 寄附金では、ふるさと納税額が当初見積もりを上回ることから６０

０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第２１款 町債では、道路橋りょう環境整備事業債で、街なみ環境整備事業補

助金を活用した舗装の美装化の財源として、８１０万円の増額補正をお願いするもので

あります。  
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続きまして、歳出予算の補正についてであります。本補正予算では、本年４月に実施

した人事異動及び人事院勧告等に伴う人件費の補正をそれぞれの費目において計上して

おります。  

それでは、人件費以外の主な内容につきまして、申しあげます。  

第２款 総務費では、第１項  総務管理費で、１０月からの有償のコミュニティバス

実証運行の開始に伴い、従来の運行業務委託の年間契約を半年で解除したことによる不

用額４３８万９，０００円の減額補正と、歳入で申しあげましたふるさと納税額の増に

伴う報償費２５０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第３款  民生費では、第１項  社会福祉費で、１億４０９万８，０００円の増

額補正をお願いするものであります。その主な内容は、福祉基金への積み立てを希望さ

れる寄附金の積立金１００万円の増額、町内グループホームの介護機器取付費への補助

金１８５万４，０００円の増額、福祉医療費助成に係る扶助費等が当初見積もりを上回

ることにより６３２万４，０００円の増額、歳入で申しあげました更生医療費等給付費、

障害者の移動支援等事業費、障害児福祉サービス給付費が当初見積もりを上回ることに

より１，４５６万４，０００円の増額、経済対策分の臨時福祉給付金給付事業の実施に

要する費用７，８９８万６，０００円の増額となっております。第２項  児童福祉費で

は、歳入で申しあげました学校法人斑鳩学苑の小規模保育所整備の支援に当たり、補助

対象事業費が追加承認されたことから４１８万９，０００円の増額補正と、私立保育所

の入所児童数等が当初見積もりを上回ることから３，４３４万５，０００円の増額補正

をお願いするものであります。  

次に、第４款  衛生費では、第１項  保健衛生費で、社会保障・税番号制度の情報ネ

ットワークシステムにおける国の標準仕様の変更に伴いシステム改修が必要となること

から７１万３，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第６款  商工費では、第１項  商工費で、（仮称）創業支援センターの整備に

ついて、地方創生推進交付金を活用するため平成２９年度以降に延期することから６０

０万円の減額補正と、歳入で申しあげました観光振興及び産業振興を目的とした新たな

創業支援事業を実施することから９０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第７款  土木費では、第２項  道路橋りょう費で、歳入で申しあげましたとお

り、歴史的風致維持向上計画に基づき、三町地区内町道において舗装の美装化を行うこ

とから１，８００万円の増額補正をお願いするものであります。第４項  都市計画費で

は、公共下水道事業特別会計において、下水道使用料の増額が見込まれることなどによ
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り、繰出金４９１万２，０００円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第９款  教育費では、第２項  小学校費で、屋内消火栓設備修繕費用として２

２１万８，０００円の増額補正と、臨時講師の配置状況などにより賃金等の増額が必要

となったことから９４８万１，０００円の増額補正をお願いするものであります。第４

項 幼稚園費では、平成２９年度からの新たな方法による給食提供の実施に伴い、事前

の設備改修等を行うことから３８７万９，０００円の増額補正をお願いするものであり

ます。第５項  社会教育費では、斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金への積み立てを

希望される寄附金の積立金２２８万円の増額補正と、町立図書館において平成２９年度

から電子図書館サービスを開始するに当たり、初期導入費用等として１８３万６，００

０円の増額補正をお願いするものであります。 

次に、第１２款 予備費では、今回の予算補正に要する財源として４９５万３，００

０円の充当をお願いするものであります。なお、本補正予算では、経済対策分の臨時福

祉給付金の給付事業及び道路環境整備事業において、本年度末までに事業を完了させる

ことができないことから、繰越明許費として９，６９８万６，０００円の予算措置をお

願いしております。  

次に、議案第５９号 平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８２０万８，００

０円を追加し、歳入歳出それぞれ４０億６，６８０万３，０００円とするものでありま

す。 

初めに、歳入予算の補正についてであります。第３款  療養給付費等交付金では、第

１項 療養給付費等交付金で、退職被保険者に係る療養給付費及び高額療養費が当初見

積もりを上回ることに伴い、７４１万５，０００円の増額補正をお願いするものであり

ます。 

次に、第８款  繰入金では、第１項  他会計繰入金で、人事院勧告に伴う給与改定及

び人事異動等による人件費の補正として一般会計繰入金７９万３，０００円の増額補正

をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。第１款  総務費では、人事院勧告

に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補正として７９万３，０００円の増額補

正をお願いするものであります。  

次に、第２款  保険給付費では、歳入で申しあげました退職被保険者にかかる療養給

付費及び高額療養費が当初見積もりを上回ることから、第１項  療養諸費では７４３万
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８，０００円、第２項  高額療養費では７８万５，０００円の増額補正をそれぞれお願

いするものであります。 

次に、第１１款 予備費では、今回の予算補正に要する財源として８０万８，０００

円の充当をお願いするものであります。  

次に、議案第６０号 平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，６３５万２，

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ１４億８２５万２，０００円とするものでありま

す。 

初めに、歳入予算の補正についてであります。  

第２款 使用料及び手数料では、一般排水量が当初見積もりを上回ることから、７６

１万４，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第４款  繰入金では、使用料及び手数料と同様の理由により４６０万８，００

０円の減額、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補正として３０

万４，０００円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第７款  町債では、公共下水道新設改良費の増に伴い３，３６５万円の増額補

正をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

第１款 公共下水道費では、３，６３５万２，０００円の増額補正をお願いするもの

であります。その内容は、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補

正として３０万４，０００円の減額、汚水処理量が当初見積もりを上回ることから３０

０万６，０００円の増額、公共下水道新設改良費の増に伴い３，３６５万円の増額補正

をお願いするものであります。  

また、継続費補正といたしまして、９月議会で議決をいただきました第１１処理分区

９工区―１工事及び第１５処理分区１７工区―１工事につきまして、契約額が確定した

ことにより、総額及び年割額の変更をお願いするものであります。なお、本補正予算で

は、公共下水道整備事業において、本年度末までに事業を完了させることができないこ

とから、繰越明許費として４，６４３万１，０００円の予算措置をお願いしております。  

次に、議案第６１号 平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４０万５，０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ２４億４，２８９万８，０００円とするものであります。そ

の内容といたしましては、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補
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正であります。  

次に、議案第６２号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１万６，０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ３億８，３３０万１，０００円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  

第４款 繰入金では、第１項  他会計繰入金で、事務費が当初見積もりを上回ること

から６万６，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第６款  諸収入では、第２項  償還金及び還付加算金で、保険料還付に伴う広

域連合からの保険料還付金３５万円の増額補正をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

第１款 総務費では、第１項  総務管理費で、被保険者証発送に係る経費が当初見積

もりを上回ることから６万６，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第３款  諸支出金では、第１項 償還金及び還付加算金で、保険料還付金にお

いて不足が生じることから３５万円の増額補正をお願いするものであります  

次に、議案第６３号 平成２８年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について

であります。収益的支出におきまして、水道事業費用７億５，４１１万７，０００円か

ら４５３万円を減額し、７億４，９５８万７，０００円とするものであります。その内

容といたしましては、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補正で

あります。  

次に、議案第６４号 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減尐

及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。西和衛生試験センター

組合の解散に伴い、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数が減尐する

こととなり、奈良県市町村総合事務組合規約の一部を改正する必要があるため、地方自

治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

次に、議案第６５号 奈良広域水質検査センター組合への加入についてであります。

西和衛生試験センター組合の解散に伴い、平成２９年４月１日から、水道水の水質検査

に関する事務を共同処理するため、奈良広域水質検査センター組合へ加入することにつ

いて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

次に、同意第１０号 斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求め
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して選任することについて、議会の同意を求めるものであります。  

以上をもちまして、提案いたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明とさせ

ていただきますが、いずれの議案につきましても、温かいご審議を賜りまして、原案ど

おり議決を賜りますようお願い申しあげます。ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ここでお諮りいたします。  

本日提出されています議案について、ただいま町長から総括提案説明を受けましたの

で、日程６．議案第４４号から日程２７．議案第６５号までの町長提案の２２議案につ

いては、会議規則第３９条第３項の規定により提案説明を省略することにご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、これより議事日程に従い、議事を進めてまいります。  

日程６．議案第４４号  斑鳩町長期継続契約に関する条例についてを議題とし、総括

質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４４号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程７．議案第４５号  斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数に関する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４５号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４５号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 

続いて、日程８．議案第４６号  斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議

題とし、総括質疑をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  この印鑑条例の改正については、マイナンバーカードですね、

の、コンビニ交付を開始するに伴っての改正ということで説明がされていますが、この

マイナンバーカードについては、制度的に問題があるということで、これまでにもいく

つか質問をさせていただいてきました。そうした点については、運用について疑問を持

っているんですけども、効果のほどもどういうことなのかなということで、ちょっと確
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認をさせていただきたいなというふうに思うんですけども、現在ですね、この個人番号

カードの発行件数っていうのが何件になっているのか、またですね、パゴちゃんカード

のこれまでの発行の累計件数についてもどうなっているのか、お尋ねをしたいと思いま

す。 

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） マイナンバーカードでございますけれども、１１月末現在

で、２，０６３名の方にカードを交付いたしております。それから、パゴちゃんカード

でございますが、これも１１月末現在でございますが、１３，４９６名の方にパゴちゃ

んカードを交付いたしております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  たしかコンビニ交付を開始するに当たっては、町としても４千

万以上の予算を組んでいたというふうに思いますけども、今、マイナンバーカードです

ね、登録を求めてきましたけども、いろいろ運用上について、安全確認等がされないと

いう点、問題点などがありまして、なかなか申請される方が尐ないというふうにお聞き

しています。まだ発行しだしてからそんなに月日はたっていませんけども、今後、この

発行件数については、どれぐらいの、需要っていうんですかね、申請があるというふう

に考えているのか、その辺の見通しは、町としてはどんなふうに考えておられますか。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） 今現在、２，０６３名ということでございますけれども、

今年度、２８年度におきましては、約２，８００名の方に交付をしていきたいというふ

うに考えております。今現在、パゴちゃんカードを持っておられる方に対して、自動交

付機がなくなりますのでということで、ご案内も個々に、世帯主に対してですけれども、

ご案内もさせていただいておりますし、また、１０月のお知らせ版におきましても、自

動交付機をもう廃止するということで、広報にも掲載をさせていただいて、ご案内もさ

せていただいております。そしてまた、マイナンバーカードはご本人さんが来ていただ

くということになりますので、当然、平日の時間内には来られないという方もおられま

すので、月に１回ですけれども、土曜日、日曜日のマイナンバーカードの申請の受け付

け、交付をさせていただいているということで、この２，８００名の人数を、今、目標

にして交付をしていきたいというふうに考えております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  この運用について、私は疑義を持っていますけども、町として
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できる安全対策ですね、をきちっとやりもって、法律に従って進めていっていただきた

いというか、もうそうせざるを得ませんので、仕方がないというふうに思います。  

それとですね、パゴちゃんカードの自動交付機の廃止についても、この間、委員会等

でも説明されてきまして、また、この後のですね、手数料条例の改正等にもかかわって

くることなんですけども、そこの理由についてですね、この際にきちっと確認をしてお

きたいなというふうに思うんですけども、説明の中でですね、コンビニ交付サービスの

開始に伴ってパゴちゃんカードの自動交付機については廃止をするという説明になって

いるんですけども、その一方でですね、委員会等で、部品がなくなってきたので機器に

ついては廃止をするという説明もございまして、これ、運用については、私はできるだ

け運用していただきたいなと思うんですけども、部品がなくなるという点について、町

として、６月末ごろでしたっけ、で廃止をするというふうに、たしか報告いただいてい

たというふうに思うんですが、これ、ぎりぎりまで運用しようと思うと、どこまで  

運用が可能なのか、もう６月末までで部品がなくなるので仕方なく廃止というふうに

捉えるのか、その点について、確認をしておきたいというふうに思います。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） この自動交付機につきましては、現在の、今、役場の住民

課の前に置いているあの自動交付機ですけれども、この２７年、昨年の２７年の１２月

にリースの期間満了になっておりまして、現在は町に無償譲渡されていると、機器はそ

ういう形でございます。そして、平成２９年６月末がこの機器の部品の提供の最終期限

となっております。そして、保守も、ですから部品がなくなるということでございます

ので、当然機器の保守もできないということになるわけでございます。  

こうしたことで、この今の自動交付機の後継の機種の検討をさせていただきましたが、

このマイナンバーカードとパゴちゃんカードの両方に対応できる機種がないと、開発の

予定がないということと、それから、今の自動交付機の磁気カード、パゴちゃんカード

の関係ですけど、磁気カードのみに対応した自動交付機につきましても、新たな機種の

システムの提供の予定がないということで、自動交付機そのものがもう提供してもらえ

ないということになりました。  

ですから、６月以降、６月末をもって廃止するということになるんですけれども、そ

れ以降、機器としては使えることは使えるんですけども、当然、故障になりましたら、

もうその段階で使えなくなると、途中で使えなくなるということでございますので、こ

れはもう６月末をもってきっちり廃止をしていきたいということで、自動交付機の後継
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機種の提供もないということで、廃止をさせていただきたいということでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  わかりました。住民の皆さんにもご迷惑をおかけしてはいけな

いので、パゴちゃんカードの自動交付機については廃止はいたし方ないというふうに理

解をしておきます。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４６号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程９．議案第４７号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４７号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４７号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 

続いて、日程１０．議案第４８号  斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４８号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４８号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１１．議案第４９号  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４９号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４９号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１２．議案第５０号  教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５０号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５０号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１３．議案第５１号  斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５１号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１４．議案第５２号  斑鳩町町税条例等の一部を改正する条例について

を議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５２号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５２号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１５．議案第５３号  斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５３号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５３号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１６．議案第５４号  斑鳩町手数料条例の一部を改正する条例についてを

議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５４号に関する総括質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第５４号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１７．議案第５５号  斑鳩町立学童保育室条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君) 今まで同僚議員の一般質問にも何回か出てきましたけど、町長は

頑として、子どもさんはおうちでお父さん、お母さんと一緒に食卓を囲むというんです

か、が必要であるということで、ずっと一般質問には従えないというんですか、しない

という方向性を頑としてとっておられたのに、今、なぜ、どこで、町長の考え方がどう

いうことで変わったのか、教えていただきたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  小城町長。  

○町長（小城利重君）  頑として断っておったわけでございますけども、いろいろとやっ

ぱり情勢を考える中で、２８年度中でいろいろと、時間延長とかいろいろな関係等、香

芝市でもございましたし、いろいろと首長さんに聞きますと、やっぱり事情から言えば、

これはもう、我々としてはやっぱり６時半にはもう食事をせないかんということも踏ま

えて言うているけども、我々自身もそんななかなか食事は６時半にするものじゃないし、
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時間的にもあるし、非常にやっぱり、今、考えたら、そういうことも踏まえて、一応や

っぱり２８年度で検討した中で、職員からもいろいろなご意見をいただいてですね、や

っぱりこういう事情を考えたら、職員の子どもを預けていることを考えたら、いろいろ

とそういうことも配慮せないかんなということで、２９年度からすると。そのかわり、

時間延長するということになりますと、やっぱりそういうことも踏まえて、いろいろと

考えさせていただいたということでございます。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５５号に関する総括質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第５５号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１８．議案第５６号  斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお

受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  この５６号と、さらにその次の５７号もそうなんですけども、

法改正に伴ってということで基準の設置というふうになっているんですが、要旨の説明

のところもですね、読ませていただいたんですけども、はっきり言って、よくわからな

いんです。平たく言うとどういうことなのか、ちょっと、わかるように説明いただきた

いと思うんですが。  

○議長（中西和夫君）   

男君） 本条例の改正につきましては、介護保険法の改正により

まして、これまで都道府県が指定を行っておりました通所介護のうち、小規模なものつ

きまして、市町村が指定を行う地域密着型サービスに位置づけられたことが１つでござ

います。そしてもう１つ、地域との連携や運営の透明性の確保を図るため、事業所自ら

が設置します運営推進会議の設置が義務化されましたことから、その体制を行うこと等

となっております。以上でございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうすると、町としてはどのようにかかわっていくことになる

んでしょうか。  

○議長（中西和夫君）   

男君） 町としては、これら小規模につきましては町が指定して

いくということなので、県から移譲を受ける形で、今後、町がその事業所に対して、申

請を受け付け、それを指定していくという流れになってまいります。 
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○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。 

○１２番（木澤正男君）  これまでほかにもあったと思うんですけども、県が基準をつく

って定めていたものを町に移管していくというんですかね、そういうふうに変わってき

ていますが、１つ心配していますのは、職員さんの負担がふえるという点ですね。どれ

ぐらいの業務量がふえるのか、ちょっとよくわからないんですけども、こうした改正に

伴ってですね、今後、今すぐにどうこうということはできないでしょうけども、やっぱ

り担当課の体制等については十分配慮はして取り組みを進めていっていただきたいと思

いますので、その点だけ、お願いをしておきます。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５６号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１９．議案第５７号  斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総

括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５７号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５７号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２０．議案第５８号  平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５８号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５８号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２１．議案第５９号  平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） すみません、これ、ちょっと事前にちゃんと見られていなかっ

たんですけども、１点だけ気になったので、お尋ねしたいと思うんです。今回ですね、

退職被保険者の増額補正、療養給付費等の増額補正が行われていますけども、今まであ

まりこんな補正ってやっていなかったかなと、私、ちょっと記憶がなかったんですが、

町長の提案説明の中では、高額療養費については７８万５，０００円で、療養諸費で７

４３万８，０００円と金額が大きくなっているんですけども、これは数字からどういう

状況になっているというふうに理解したらいいのか、その点について、１点、お尋ねし
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たいなというふうに思うんです。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） この関係につきましては、退職被保険者っていうのは、

年々減ってきているという状況にあるんですけれども、ただ、１人当たりの医療費、そ

れから、延べ件数ですね、病院にかかられるこの延べ件数がやはり伸びていると、ふえ

ているということでございますので、当初見込んでおった数よりも、数値よりもふえた

と、１人当たりの医療費もふえたし、延べ件数も、病院に行かれた件数もふえたという

ことでございますので、当然、高額っていうのは、当然、金額が大きい方になりますの

で、全体の中でやはり医療費が伸びたということで考えていただいていいというふうに

思います。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうしますと、今回、退職被保険者のということで増額補正組

んでいますけども、そうすると、１件当たりの医療費がふえているということだと、別

に退職被保険者に限らず全体がそうだという中で、また今後もこうした傾向でふえてい

くというふうに理解しておいたらいいですか。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） 当然、一般のほうもふえてきておりますが、一般のほうは

当然、今回、補正はしておりませんけども、３月までに何とかこの今の予算の中でいけ

るだろうということで補正予算を上げておりませんけど、退職の分が足らなかったとい

うことでございますが、今回は、特に大きな手術をされた方がおられて、その方の分で

ちょっとふえていたということでございますので、来年度以降、どういうふうに推移し

ていくのか、ちょっとわかりませんけども、医療の高度化とかということで上がってい

くことがあるのではないかというふうに思いますけれども、今年度のような大きな増と

いうのは、来年度はちょっとわかりませんけれども、この方がなかったら尐なかったか

もわかりませんし、その推移については、ちょっとはっきりとは申しあげられないとい

うところでございます。 

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうすると、最初、部長、答弁の中では、一般的に１回当たり

の受診がふえたということでおっしゃっていましたけども、そうではなくて、今年度、

今回については、その特別な方がいらっしゃったから増額補正になったということなん

ですかね。  
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○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君） それも含めてということでございます。件数もふえている

し、１人当たりの医療費もふえているし、高額の方もあったということでございます。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５９号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５９号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２２．議案第６０号  平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６０号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６０号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２３．議案第６１号  平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２４．議案第６２号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６２号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６２号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２５．議案第６３号  平成２８年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１

号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６３号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６３号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２６．議案第６４号  奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減尐及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とし、総括質疑を

お受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  



 - 26 - 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６４号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２７．議案第６５号  奈良広域水質検査センター組合への加入についてを

議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６５号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６５号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２８．同意第１０号  斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について

同意を求めることについてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１０号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  それでは、同意第１０号 斑鳩町固定資産評価審査委員会委

員の選任について同意を求めることについて、説明申しあげます。  

  現委員であります、吉岡祥充氏の任期が平成２８年１２月２１日をもって満了となり

ますことから、引き続き吉岡祥充氏を同委員として選任することについて、議会の同意

を求めるものでございます。  

それでは、議案書を朗読いたします。  

  同意第１０号  

斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることについて  

標記について、下記の者を斑鳩町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地

方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２８年１２月１日提出  

                            斑鳩町長 小城 利重 

記 
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住  所   

氏  名  吉岡 祥充 

生年月日  昭和３０年５月１０日  

なお、吉岡祥充氏の経歴につきましては、次のページに記載しているとおりでござい

ます。朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

以上をもちまして説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご同意賜りますよ

う、よろしくお願い申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

同意第１０号については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１０号については、満場一致で同意いたされました。  

次に、日程２９．陳情第４号  地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

についてを議題といたします。  

ただいま議題となっております陳情第４号は、議会運営委員会に付託いたします。  

次に、日程３０．陳情第５号  「家族の会」は、介護保険制度の給付抑制・負担増案

に反対しています  認知症の本人・介護家族の取り組みにご理解とご支援を！について

を議題といたします。  

ただいま議題となっております陳情第５号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。  

明２日から５日までは休会、６日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、

定刻にご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。  

ご苦労さまでした。  

（午前１０時３８分 散会） 


